
平成２１年度第３回 たつの市行財政改革推進委員会 会議要録 

 

日時 平成２１年９月２８日（月） 

午前１０時から午後１２時まで 

場所 たつの市役所３階第２委員会室 

 

１ 会議内容 

議  事  行政改革実施事項の検討事項について 

      たつの市外郭団体等に関する行政改革プランについて 

      提示資料 

(1)行政・イベント関係配布物一覧表 

(2)コミュニティバス利用状況アンケート集計結果報告 

(3)たつの市外郭団体等に関する行政改革プラン 

 

２ 議事内容  市行政改革実施事項のうち、前回の質疑事項となっていた「行政配布物

の見直し」及び「コミュニティバス見直し」について協議した。 

また、「たつの市外郭団体等に関する行政改革プラン案」に係る各団体の

資料等を参考に意見交換を行った。主な意見等は、次のとおり。 

 

〔行政配布物の見直しについて〕 

（委 員） 行政・イベント等周知文書の配布について、平成２０年度から配布物の縮減

取組みにより、配布枚数で約６３％に、印刷等経費で約８０％になったとの説

明であったが、今後は配布範囲とか配布方法とかの要素で一定の基準を定めて

はどうか。 

（事務局） 市からの配布物には、市の施策や事務情報を周知する所謂「行政事務広報」

とイベント、講演等の集客等を目的とする「お知らせ的な情報発信」に区分で

きるが、その内容により、対象者、周知時期、周知期間等は様々である。また、

幅広い内容を盛り込むべきものもあり、一定の基準にそぐわないものも多くあ

る。 

（委 員） 委員から提示のあった宗像市の事例では、広報を「むなかたタウンプレス」

と銘打ち、社協情報、議会だより、文化公演情報も含めた行政関係の殆どの情

報を一冊に盛り込み、保存し易く経費削減の効果もあげている。宗像市の人口

は本市と同等の９万４千人であるが、広報作成の経費は本市の約半分である。

今後、事例研究のうえ、同様の取組みをしてはどうか。 

（事務局） 検討、取組み事項としたい。 

 

 

 

 



〔コミュニティバスの見直しについて〕 

（委 員） コミュニティバス事業に対するアンケートでは、乗車率が悪く見直すべき意

見が７割弱と大きいとのことであるが、老年者又は過疎地の意見では交通空白

区域及び交通弱者の重要な交通手段であり継続すべきとの意見を聞くことが多

いのも事実である。いずれにしても、市民生活に大きな影響を及ぼす事柄であ

り、市民の関心も高い事業である。そのような観点から、市としての方針を打

ち出してほしい。 

（事務局） 高コスト事業であり、市民からの見直しを望む意見も強い事業である。見直

しの状況は、道路運送法の改正により新たに設置した本市地域公共交通会議で

協議中であるが具体的な見直し案の提示には至っていない。今年度中には、あ

る程度の具体案の提示ができるものと考える。 

（委 員） 当委員会としては、あまりにも高コスト事業となっていることから、やはり

早急に見直すべき事業として、何らかの改善を提案したい。 

 

〔外郭団体等に関する行政改革プラン案について〕 

（委 員） 霞城館は、三木露風、矢野勘治等を顕彰していることで知られているが、た

つの市の他の文人も顕彰し、入館者数の増加を図ってはどうか。 

（事務局） 御意見として承り、関係先へ提案したい。 

（委 員） 当プランの対象団体である童謡の里龍野文化振興財団が市の文化ホールの指

定管理者となっていると思うが、効果はあがっているのか。 

（事務局） 地方自治法が改正され、当該施設の運営が管理委託制度から指定管理者制度

によるものとなった。この効果については、施設により差はあるが、導入前の

運営経費と比較し、本市の適用２０施設全体で年額約５千万円程度の縮減効果

がある。また、経費削減以外で、例えば新宮温水プールでは、会館時間の延長

など市民サービス向上面の効果もある。 

（委 員） 本プラン案の実施において、市に推進する権限はあるのか。また、目標とし

ている事項の効果額はどの程度か。 

（事務局） 本プラン案で対象とする団体は、出資金額が当該団体の基本財産の２５％以

上、負担金等での支出年額が概ね１千万円、市関係職員を派遣している団体の

いずれかに該当している８団体に加え、本市が構成団体となっている一部事務

組合の４団体の計１２団体としている。このため、市は一部事務組合を除く８

団体については、指導調整する立場にあり、改革を進める権限を有している。

なお、一部事務組合については、市からアンケートとして聴取し、改革推進の

お願いをする程度の取組みと考えている。経営主体自らの積極的な改善・改革

を図るため、本案作成時から、策定趣意、内容等について、団体事務局と協議

のうえ本案を作成したところである。今後の実施においても対象団体と緊密な

連携、協力のもとに改革を進めていくこととしている。 

なお、改革の目標達成時の効果額は、一部事務組合を除き、年間約４３００

万円と試算している。 


